
1 

 

令和６年４月～ 

 

中小企業信用保険法第２条第５項（セーフティネット保証制度）４号の認定申請について 

 

 

（１）制度概要 

第４号（突発的災害） 

  自然災害等の突発的事由（噴火、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企

業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（100％

保証）を行います。 

 ※新型コロナウイルス感染症についても、突発的事由に含まれます。 

※令和５年１０月１日以降、新型コロナウイルス感染症を事由とした申請の資金使途は、借換に

限定されています。 

 

 

（２）指定期間 

 ・新型コロナウイルス感染症→令和６年６月３０日まで 

 

（３）対象中小企業者 

次のいずれにも該当すること。 

・原則として、指定地域において１年間以上継続して事業を行っていること。 

・新型コロナウイルス感染症などの突発的災害等の発生に起因して、影響を受けた後、原則とし

て、最近１か月の売上高等が前年同月に比して 20％以上減少しており、かつ、その後２か月

を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して 20％以上減少することが見込まれること。 

 

 ※比較対象月に関して注意事項があります（「（５）比較対象月に関する注意事項」を参照） 

 

（４）必要書類 

 ア 認定申請書（府中市指定） １通 

※記入された金額に訂正があった場合、訂正印が必要になります。訂正印の押印が困難な方

は、枠外に捨印を押印して下さい。 

 イ 認定申請書に記入した金額の根拠資料（月毎の売上げがわかる試算表、売上台帳等） 

 ウ 確定申告書（法人の場合は決算書の別表１、法人事業概況説明書）の写し（電子申告の場合

はメール詳細を添付） 

 エ 履歴事項全部証明書（写し可、法人でない場合は不要、発行日から３カ月以内のもの） 
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（５）比較対象月に関する注意事項 

 

  新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和２年２月以後の月の売上高等は比較対

象に入らず、原則として令和２年１月以前の同期と比較することとします。【比較例（１）】 

しかし、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることか

ら、前年同期が影響を受けていない場合は、前年同期と比較することとします。【比較例（２）】 

なお、前年同期の３か月のうちいずれかの月が、影響を受けている場合、当該月に代えて影響

を受ける前年の同じ月を比較対象とします。【比較例（３）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較例 （比較対象年・月） （直近月）

平成３１年／令和元年 令和２年 令和３年

２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月 ５月 ２月 ３月 ４月

（1） 感染症の影響を受け始めたのが令和２年２月の場合

前々年同期
★ 最近1か月

（2） 感染症の影響を受け始めたのが令和２年５月の場合

前年同期
★ 最近1か月

（3） 感染症の影響を受け始めたのが令和２年４月の場合

前々年同期 ★ 最近1か月

※　　　の月が比較対象となります。　　

※★が感染症の影響が発生し始めた月となります。

前年同期前年同期

 

＜事例＞ 「最近１か月」の売上高等として令和３年２月（「その後２か月」が令和３年３月、

４月）の売上高を使用する場合 

 

【比較例（１）】感染症の影響を受け始めたのが令和２年２月の場合 

前年同期（令和２年２～４月）は影響を受けていることから、前々年同期（平成 31 年２～４

月）と比較します。 

 

【比較例（２）】感染症の影響を受け始めたのが令和２年５月の場合 

前年同期（令和２年２～４月）は影響を受けていないことから、前年同期（令和２年２～４月）

と比較します。 

 

【比較例（３）】感染症の影響を受け始めたのが令和２年４月の場合 

前年同期（令和２年２～４月）に影響を受けた月（令和２年４月）が含まれることから、前年

同期（令和２年２～４月）のうち、影響を受けた月（令和２年４月）のみ、前々年同月（平成 31

年４月）をもって比較します。 

 

※比較例（１）～（３）のいずれの場合も、最近１か月の売上高等が比較対象月に比して 20％

以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が比較対象月に比して 20％

以上減少することが見込まれる必要があります。 
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（６）認定後の活用 

信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（100％保証）を行います。 

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 

※認定後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行う

ことが必要です。 

 

＜申請・問合せ先＞          

府中市生活環境部産業振興課商工係   

TEL：042-335-4142 FAX：042-360-9370 


